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元
町
休
憩
所
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
：
3

　
　

ト
イ
レ
や
多
目
的
室
を
備
え
た
休
憩
所
を
開
設
し
ま
し
た
。

「
市
民
講
座
」受
講
者
を
募
集
：
9

　
　

申
し
込
み
は
6
月
5
日
㈮（
消
印
有
効
）ま
で
で
す
。

「
す
こ
や
か
プ
ラ
ン
・
川
越
」
を
策
定
：
10

　
　

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
概
要
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

＊
25
日
発
行
の
広
報
川
越
は
、
翌
月
の
行
事
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

●「
議
会
だ
よ
り
」
が
折
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

古谷上伊佐沼

渋井

国道16号

❶

❷

　❸

国道254号

伊佐沼

川越運動公園

城北埼玉中・高

農業ふれあいセンター

❶❶ ❷❷

❸❸❸❸

明治43年に建設された、悪水を新河
岸川に吐くための樋管です
明治43年に建設された、悪水を新河
岸川に吐くための樋管です

吐口側は2連のアーチ造になってい
ます
吐口側は2連のアーチ造になってい
ます

明治34年に設けられた、かんがい用水の取水や増水時の逆流を防ぐ水
門の機能をもつ制水施設で、現在も使用されています
明治34年に設けられた、かんがい用水の取水や増水時の逆流を防ぐ水
門の機能をもつ制水施設で、現在も使用されています

明治38年に伊佐沼の東側の八幡川に設けられた水門で、用水需
要期に伊佐沼の水位を調整する機能を果たしていました
明治38年に伊佐沼の東側の八幡川に設けられた水門で、用水需
要期に伊佐沼の水位を調整する機能を果たしていました

＊
駐
車
場
は

   

　
あ
り
ま
せ
ん
。

　　市教育委員会では、3月25日付けで新たに有形文化財建造物3件、有
形文化財歴史資料1件の計4件を市指定文化財に指定しました。
　有形文化財建造物に指定された❶笹

ささ

原
はら

門
もん

樋
ぴ

、❷沼
ぬま

口
ぐち

門
もん

樋
ぴ

、❸三
さん

軒
げん

家
や

樋
ひ

管
かん

（上写真）は、明治時代に造られたれんが造りの制水施設で、合理的な
形状をし、意匠的にも工夫を凝らした近代土木遺産の特徴を顕著に表し
ています。
　有形文化財歴史資料に指定された❹松

まつ

井
い

松
まつ

平
だいら

家
け

伝
でん

来
らい

葵
あおい

紋
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大
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附
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大
おお

旗
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地
じ

裂
きれ

並
ならびに

縫
ぬい

糸
いと

3
点3旒

りゅう

（右写真＝複製のうちの1旒）は、松平
周
すおうのかみ

防守家菩提寺の光西寺に伝わる幅257cm､
縦226cmの葵の御紋の旗です。『松平家譜』
等に記録がある、天正10年 (1582) に徳川
家康から松井松平家初代康

やす

親
ちか

が賜った葵御紋
大旗1旒と、その後江戸時代に作られた複製
2旒であると考えられます。

市指定文化財に4件を指定
文化財保護課L224－6097

白地に「丸に三葉葵紋」が
朱で描かれています
白地に「丸に三葉葵紋」が
朱で描かれています
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